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【岩沢北部地区】            

今年度の主な事業として、道路築造工事

及び宅地造成工事、文化財遺跡調査、建物

移転などを実施しています。道路整備につ

いては、引き続き笠縫地区を結ぶ都市計画

道路双柳岩沢線の整備を推進し、建物移転

及び用地買収などを実施しています。 

また、地区の東西における２つの下水道

幹線の整備のため、東幹線については道路

築造工事（岩北工事①・除外工事②）を実

施し、西幹線については関連する建物移転

のための宅地造成工事（岩北工事②・③）

を実施しています。その他、昨年度に引き

続き、地区を東西に流れる藤田堀の整備改

善に向けて、今年度は護岸や河床の現況測

量調査を実施します。（右図参照） 

【岩沢南部地区】  

岩沢北部地区と同様に、道路築造工事及び宅地造成工事、文化財遺跡調査、建物移転などを

それぞれ実施しています。道路整備については、阿岩橋から北上する都市計画道路阿須小久保

線の一部（岩南工事①・②）について今年度開通を目指しています。また、下水道西幹線の整

備に向けた道路整備と併せて建物移転も実施しています。その他、岩沢郵便局付近交差点から

北上する一部道路についての側溝整備（除外工事①）や宅地造成工事（岩南工事③・④・⑥）

を行う予定です。 

これらの事業の推進にあたり、地区住民の皆様方には大変ご不便をおかけいたしますが、ご

理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

平成２７年度の主な事業 

平成２７年８月１日号 

岩沢北部・南部地区 
★☆★ 合併号 ★☆★ 



21 街区 1 画地（岩沢北部地区） 

面 積 120.87 ㎡ 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

建ぺい率 50％ 容積率 80％ 

 

 

 

 今年度、岩沢北部地区において２画地の保留地（宅地）を公売しています。ご本人やお知

り合いの方で土地をお探しの方がいらっしゃいましたら土地区画整理事務所までお問い合わ

せください。案内書、申込書及びパンフレットは市役所１階案内係、飯能駅サービスコーナ

ー等でも配布しています。また、笠縫地区と双柳南部地区の保留地につきましても広報はん

のう７月１日号や市のホームページでもお知らせしておりますので、ぜひご覧ください。 

 

○受付期間   平成２７年８月５日（水）～８月１４日（金） 

        午前８時３０分～午後５時１５分（受付期間中は土・日も受け付けます。） 

○抽選日時   平成２７年８月２１日（金）午前１０時００分～ 

○受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 留 地 公 売 の お 知 ら せ 

 

１３１-１街区７画地（岩沢北部地区） 

面 積 126.03 ㎡ 

用途地域 第一種住居地域 

建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

 



 



  

 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相

談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具

体化する前に土地区画整理事務所またはまちづくり推進課にご相談ください。 

 

○土地の売買について  

  土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは

可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。 

  仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所

有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地計画の内容（仮換

地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、

換地計画の内容等についてご不明な場合は土地区画整理事務所までお問い合わせください。 

 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。 

 

○電柱移設へのご協力について 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われますが、電柱の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となります。電気・

電話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものですので、電柱の移設に

ついては関係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

    

 

土地区画整理事務所からのお知らせ 
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